
通関関係書類の電子化・ペーパーレス化
への取組みについて

平成25年２月

財務省関税局業務課



○ 通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進
⇒通関関係書類の提出の省略、電子化又はPDF等による提出

○ NACCSにおける貿易手続全般に係る国際物流情報プラットフォームとしての機能強化
⇒民民間の貿易取引の電子化の推進・NACCSとの連携

○ 他法令手続等の電子化の推進

○ 民民間の貿易取引の電子化の
推進・NACCSとの連携（海上運送状、
保険料明細書等）

○ 通関手続に係る電子手続の原則化

○ 通関関係書類の簡素化
【これまでの取組み】
➢ 簡易審査扱い（区分１）とされる輸出入申告の通関関係書類を原則として提出省略
（平成24年7月実施）

○ NACCSの「電子インボイス業務」の利用促進
⇒企業・関係業界等へのセールス
⇒電子インボイス業務の改善（桁数・欄数の増加等）

【これまでの取組み】
➢ 電子インボイス業務の入力項目について、NACCSのプログラム変更により、入力可
能な品名の桁数（100→200）及び欄数（200→800）を拡大（平成24年10月実施）

○ NACCSを利用した通関関係書類のPDF等の電磁的記録による提出
【これまでの取組み】
➢ 平成25年10月の導入を目指してNACCS等のプログラム変更等の作業

平成29年度（2017年度）の
次期NACCS等の稼動時までの取組み

目 標

（参考）日本再生戦略（日本再生に向けた改革工程表）（平成24年7月31日閣議決定）抜粋

日本企業が活躍し
やすい海外フィール
ドの環境整備（ヒト・
モノ・カネの流れ倍
増）

2012年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2014年度までに
実施すべき事項

2015年度までに
実施すべき事項

2020年度までに
実施すべき成果項目

貿易関連手続の一層の円滑化

・通関関係書類の電子化・ペーパーレス化の促進（貿易に関連する省庁への手続・民民間の貿易取
引における手続を含む）（2014年度まで）
・シングルウィンドウの利便性向上、国際的なシステム連携の確保・強化
・EPAに基づく原産地証明手続の迅速化・簡素化
・アジア諸国における貿易円滑化の更なる推進（APECでの取組、通関手続のレベル向上に向けた
技術協力、AEO制度の構築支援・相互承認の更なる推進）等

目標：通関関係書類の電子化・
ペーパーレス化率7割以上の達

成を通じて、通関手続に係る所
要時間の更なる短縮

平成25年度（2013年度）のNACCS等の更新時までの取組み
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１．通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に向けた取組み①



○行程表

－２－

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成29年度

税関における審査
環境の整備等

平成26～28年度

通関関係書類の
ペーパーレス化

１０月 １０月

電 子 イ ン ボ イ ス 業 務 の 利 用 促 進

平成25年度
NACCS 等更新時期

平成29年度次期
NACCS 稼動時期

施策

時期

ペー

パー

レ
ス
化
の
促
進

10月

・他法令手続の電子化の推進の検討
・原本性が求められる通関関係書類の提出方法の検討
・通関手続に関連する民民間の貿易取引における電子化の推進の検討

通関手続に係る電子手続の原則化の検討

順 次 実 施

電子インボイス業務を改善
するためのシステム開発

通関関係書類の簡素化の検討 実 施

通関関係書類のＰＤＦ等の電磁的記録による提出の検討 PDF等による提出

電子情報の審査が可能な端末調達手続（ワイド画面化）

職員周知
職員

習熟訓練

審査環境の更なる整備に係る検討・改善

民間利用者への周知 民間利用者への周知

職員習熟訓練

１．通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に向けた取組み②

○行程表



２．ＮＡＣＣＳの概要

税 関
輸出入者

（通関業者）

３. 輸出入の許可（ＮＡＣＣＳ）

２.申告添付登録業務（ＭＳＸ）

１. 輸出入申告（ＮＡＣＣＳ）
通
関
関
係

書
類

〈画面イメージ〉
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２．通関関係書類のPDF等の電磁的記録による提出の概要①

１．制度の概要

電子化・ペーパーレス化の推進及びリードタイム短縮・コスト削減の観点から、平成25年10
月より、通関関係書類をＮＡＣＣＳによりＰＤＦ等の電磁的記録で提出することを可能とする。

（注1）原本性の確認が必要な書類（原産地証明書、他法令に基づく許可・承認書）及び通関数量等の裏落としを必要とする
書類（Ｅ/Ｌ、Ｉ/Ｌ、関税割当証明書等）については、電磁的記録により提出された書類により審査を行ったうえで、
書面（紙）による確認が不要と判断した場合については許可することを予定。（この場合、後日、原本を提出・提示）

（注2）ＰＤＦ形式、Ｗｏｒｄ形式、Ｅｘｃｅｌ形式、ＴＩＦＦ形式及びＪＰＥＧ形式等のファイルによる提出を可能とする
予定。

（注3）関税等の額が高額であること等により通関関係書類を会計検査院に提出する必要があるものについては、引き続き、
全ての通関関係書類を書面（紙）により提出することとし、電磁的記録による提出は認めない予定。

通関関係書類をPDF等の電磁的記録により税関へ提出す
る場合は、輸入（輸出）申告（IDC（EDC））等を行った後に、申
告添付登録業務（MSX（新規業務））により実施。



２．通関関係書類のPDF等の電磁的記録による提出の概要②

MSX 添付ファイル登録処理

【新規業務】

添付番号通知
申告添付登録

通関関係
書類

IDA（EDA）
輸入（輸出）申告事項登録

事項登録処理

申告番号の
払い出し

【輸出入者】 【ＮＡＣＣＳ】

IDC（EDC）
輸入（輸出）申告

申告処理
輸入(輸出）
申告情報

【税 関】

３．業務フローイメージ

－４－

訂正・追加・削除を行う場合

申告添付訂正（訂正・追加・削除）

MSＹ 呼出し処理

MSＹ01

申告添付訂正呼出し

添付ファイル訂正処理

※登録済みのファイルを訂正（追加・削除・差替え）する際は、電話等
により税関へあらかじめ申し出をした上で実施。

添付番号通知



２．通関関係書類のPDF等の電磁的記録による提出の概要③

４．申告添付登録業務（ＭＳＸ）に係る運用方針

(1) 添付容量及び提出可能な電子ファイル等
① 1回の申告添付登録あたり、ファイル数は 大10ファイル、合計容量は 大3ＭＢ

(注) 削除・訂正ファイルを含め 大50ファイル、3ＭＢ

② 1ファイルの 大容量は 大500ＫＢ
③ 添付可能なファイルはＰＤＦ形式、Ｗｏｒｄ形式、Ｅｘｃｅｌ形式、ＴＩＦＦ形式及び
ＪＰＥＧ形式等のイメージファイル

（注）ＺＩＰ、ＪＥＴ、ＨＴＭＬは添付不可

－５－

(2) 書類の提出方法等
① １申告ごとに、ＮＡＣＣＳを利用した電磁的記録による提出又は書面（紙）による税関窓口への
提出のどちらかの方法を選択し提出する（次頁(4)②のとおり事後に書類を提出・提示する場合は、
この取扱いの例外とする。）。

② 1申告につき1回のみ申告添付登録業務（ＭＳＸ）を行うことを可能とする（申告添付訂正業務
（ＭＳＹ０１））により追加・削除・差替えは、都度可能）。

③ 申告添付登録業務（ＭＳＸ）については、輸出入申告の日から3日以内に行うこととする。
④ 税関の開庁時間外であっても、申告添付登録業務（ＭＳＸ）を行うことを可能とする（開庁時間外の事務の
執行を求める届出書の提出は不要）。

⑤ 航空貨物の輸出入申告に際して税関への提出を求めている「輸出入申告控」の提出は不要とする。
⑥ 申告添付登録業務（ＭＳＸ）を利用して税関へ提出した書類は、ＮＡＣＣＳにより原本保存が行わ
れるため、輸出入者における当該書類（原本）の保存は不要とする。

⑦ 書類の提出に際しては、書類区分（例えばインボイス「ＩＶ」、船荷証券「ＢＬ」、その他の書類
「ＯＴ」、全ての書類「ＡＬ」等）を設け、以下のパターンにより提出することを可能とする予定。

イ． 書類区分ごとに分けて複数ファイルにより提出
ロ． インボイス「ＩＶ」とその他の書類「ＯＴ」の2つのファイルにより提出
ハ． 船荷証券「ＢＬ」とその他の書類「ＯＴ」の2つのファイルにより提出
ニ． 全ての通関関係書類「ＡＬ」を1つのファイルにまとめて提出
（注）・全ての書類「ＡＬ」やその他の書類「ＯＴ」を利用する場合は、対象となる書類をインボイス、パッキングリスト、船荷

証券、保険料明細書、商品説明書等の書面により提出する際の書類の順番に並べた状態で提出すること。

・その他の書類「ＯＴ」についても「ＡＬ」に準じた取扱いとする。

・「ＡＬ」、「ＯＴ」により複数の書類を1つのファイルとして提出した場合であって、その一部に訂正があった場合は、

全ての書類を再度提出することとなる。



２．通関関係書類のPDF等の電磁的記録による提出の概要④

(3) 電磁的記録により提出された書類の訂正 （追加・削除・差替え ）

① 申告後、許可前において登録済みのファイルを訂正（追加・削除・差替え）する必要が生じた
場合は、電話等により税関へあらかじめ申し出た上で訂正を認めることとなる（ 「訂正申出書等」

の提出は不要）。
② また、輸出の許可後においてファイルを訂正（追加・削除・差替え）する必要が生じた場合も、

前述の①と同様の取扱いとなる。

－６－

(4) 原本性の確認が必要な書類及び通関数量等の裏落としを必要とする書類等
① 原本性の確認が必要な書類（原産地証明書、他法令に基づく許可・承認書）及び通関数量等の
裏落としを必要とする書類（Ｅ/Ｌ、Ｉ/Ｌ、関税割当証明書等）については、電磁的記録により
提出された書類により審査を行ったうえで、書面（紙）による確認が不要と判断した場合につい
ては許可することを予定。

② 原本性の確認が必要な書類等については、輸出入申告の日から3日以内に書面（紙）により税
関の窓口に提出・提示するよう求める予定。

③ 関税等の額が高額であること等により通関関係書類を会計検査院に提出する必要があるもの
については、引き続き、全ての通関関係書類を書面（紙）により提出することとし、電磁的記録
による提出は認めない予定。

(5) 平成２９年の次期ＮＡＣＣＳの稼動を見据えた事前準備等
① 平成２５年１０月からは、通関関係書類を電磁的記録により提出することが可能となり、書類
の提出方法の選択肢が広がることとなる。

② 平成２９年の次期ＮＡＣＣＳ稼働時においては、電磁的記録による提出を原則とし、書面での
提出は例外とする方向で検討中であることから、これを見据えた事前の準備をしっかり行ってお
く必要がある。



（参考）通関関係書類の電磁的記録による提出に係る業務入力画面イメージ
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